
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

府中町教育委員会 

府中町スポーツ推進計画 
 



 

  



はじめに  

 

 府中町教育委員会では、令和２年３月に「第 2次府中町教育振興基本計画」を策定し、

「あいさつ 感謝 志 をキーワードとした 社会総ぐるみの人材育成」を基本理念に、未来

を担う子どもたちの人材育成と、多様な世代の人々の学びを通した自己実現システムの構

築に取り組んでおり、 その一つとして「スポーツの振興」を推進しています。 

スポーツは「する」だけにとどまらず、「みる」ことや、「ささえる」ことでも人々をひきつけ、

巻き込む力があり、その活動によって「楽しさ」や「喜び」を得ることで人生を豊かにし、前向

きで活力ある社会や絆の強い地域・社会をつくるためにも大きな役割を担うものと考えて

います。 

近年、少子高齢化の進行やライフスタイルの多様化、ITの発達などにより、運動不足や

人間関係の希薄化が叫ばれる中で、スポーツによるコミュニティの醸成や地域・経済の活

性化、多様性が尊重された平和な社会の実現など、地域の様々な施策に貢献できるものと

期待しています。 

また、被爆地ひろしまとして、次世代に平和への取り組みを継承していくためにも、スポ

ーツを通じた交流事業は一役を担う取り組みになると考えられます。 

「府中町スポーツ推進計画」は、「１人１スポーツで 心身の活力みなぎる あきふちゅう」

を基本理念に掲げ、スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことで、住民のだれもがスポーツを

身近に楽しみ、スポーツの力による心身の健康と豊かさの実現を目指すための方向性や取

り組みを示しています。 

この計画を指針として関係団体との連携を密にしながら府中町のスポーツ推進に取り組

んでまいります。 

終わりに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました府中町スポーツ推進

会議委員の皆様に心から感謝申し上げ策定に当たってのごあいさつといたします。 

 

令和３（2021）年３月 

府中町教育委員会教育長 高杉 良知 
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第１章 計画の策定に当たって 



 

  

  スポーツ基本法（平成 23年法律第 78号）第 10条※１に「市町村の教育委員会は、スポ

ーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定める

よう努めるものとする。」と規定されている。 

 また、地方公共団体の責務として、スポーツ基本法の基本理念※２にのっとり、スポーツの

施策に関し、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされて

いる。 

国においては、平成 27年 10 月にスポーツ施策を総合的に推進するためスポーツ庁が

設定され、平成 29年 3月に、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めの重要な指針として第 2期スポーツ基本計画が策定されている。 

 広島県では、県のスポーツ関連行政を総合的・一元的に推進するため、知事部局にスポ

ーツ推進課を新設し、国の新しい計画の策定を踏まえ、平成 31 年 3 月に第２期広島県ス

ポーツ推進計画を策定されている。 

 当町においても、こうした国や県の動きを踏まえ、令和 2 年 3 月に策定した第 2 次教育

振興基本計画に掲げた重点施策である「スポーツの振興」をより明確化し、府中町のスポ

ーツ推進の方向性を示すため、スポーツ推進計画を策定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 スポーツ基本法第 10条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び

運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十四条の二第一項の条例の定め

るところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。)を管

理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあたって

は、その長は、スポーツ基本計画を参酌してその地方の実情に即したスポーツの推進に関する

計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

１.計画の趣旨 
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※２ スポーツ基本法第２条（基本理念） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民

が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適性及び健康

状態に応じて行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならない。  

２  スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、体力を向上させ、公正さ

と規律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を及ぼすものであり、国民の生涯

にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に、

学校、スポーツ団体（スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。

以下同じ。）、家庭及び地域における活動の相互の連携を図りながら推進されなければならな

い。  

３  スポーツは、人々がその居住する地域において、主体的に協働することにより身近に親しむこ

とができるようにするとともに、これを通じて、当該地域における全ての世代の人々の交流が促

進され、かつ、地域間の交流の基盤が形成されるものとなるよう推進されなければならない。  

４  スポーツは、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られるよう推進

されなければならない。  

５  スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び

程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。  

６  スポーツは、我が国のスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。以下同じ。）が国際競技大

会（オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会

をいう。以下同じ。）又は全国的な規模のスポーツの競技会において優秀な成績を収めることが

できるよう、スポーツに関する競技水準（以下「競技水準」という。）の向上に資する諸施策相互

の有機的な連携を図りつつ、効果的に推進されなければならない。  

７  スポーツは、スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際相互理解の増

進及び国際平和に寄与するものとなるよう推進されなければならない。  

８  スポーツは、スポーツを行う者に対し、不当に差別的取扱いをせず、また、スポーツに関するあ

らゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、ドーピングの防止の重要性に対する国民

の認識を深めるなど、スポーツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進されな

ければならない。 
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 本計画は、スポーツ基本法第 10 条に基づき、広島県の第 2 期スポーツ推進計画を踏ま

えながら、府中町第 4 次総合計画及び第２次府中町教育振興基本計画の下位計画として

位置づけ、府中町におけるスポーツ推進の基本となる計画とする。 

 また、本計画は、第２次府中町教育振興基本計画の示す方向性と目標値を受け、より確

実な実現を目指すこととする。 

 

図１ 府中町スポーツ推進計画と他の計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とする。 

 なお、社会情勢等により、必要に応じ見直しを行う場合もある。 

 

 

スポーツ基本法 

【平成 23(2011)年法律】 

第 2期スポーツ基本計画 

【平成 29(2017)年度～ 

  令和 3(2021)年度 5年】 

第 2期スポーツ推進計画 

【平成 31(2019)年度～ 

  令和 5(2023)年度 5年】 

スポーツ庁設置 

（平成 27（2015）年 10月） 

スポーツ推進課設置 

（平成 30(2018)年 4月） 

町 

府中町スポーツ推進計画（本計画） 
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第２次府中町教育振興基本計画 

 【令和 2(2020)年度～ 
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第２章 府中町のスポーツを 

取り巻く現状と課題 



 

 

府中町の推定総人口は、増加傾向にあるが大きな変動はなく年齢階層別推定人口の割合で

は、15～64歳の人口が減少している。 

 

   

  

 

 

 

 資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 資料：府中町第４次総合計画資料 
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１.府中町の人口の推移 
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（１）スポーツができる施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空城山公園 多目的広場 空城山公園 全天候直送路 

①安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ 

   大アリーナ 

28ｍ×31ｍ 900席 

   小アリーナ 

   11ｍ×11ｍ 

   トレーニングルーム 

 ③空城山公園 

   多目的広場   75ｍ×115ｍ 

   全天候直送路   115ｍ×5 コース 

くすのきプラザ 大アリーナ  くすのきプラザトレーニングルーム 町立体育場体育館  

④揚倉山健康運動公園 

  上段 多目的広場  78ｍ×155ｍ 

  ※令和２年度人工芝改修工事 

     人工芝テニスコート（3面） 

下段 多目的広場  78ｍ×125ｍ 

     クレーテニスコート（4面） 

 

軽スポーツ広場  

２.府中町のスポーツの現状 

 

②町立体育場 

   体育館 

   南体育場（府中南小学校体育館） 

   軽スポーツ広場  1275.12㎡ 
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揚倉山健康運動公園上段多目的広場  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 府中町のスポーツ関係団体 

 

① スポーツ推進委員協議会 18名委嘱（令和 3年 1月現在） 

 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について、ス

ポーツの実技の指導、スポーツ活動の促進のための組織の育成、地域で開催されるスポーツ

行事の協力、住民のスポーツの推進のための指導助言などを職務としている。 

スポーツ推進委員協議会では委員が集まり、当町のスポーツ推進に対する事業企画、研修

などを行っている。 

 

② 府中町体育協会 

昭和 35年4月 1日に設置され、府中町内のアマチュア競技の普及及び振興に努め、町民

の心身の健全なる発達に寄与することを目的に活動している。 

 

加盟団体 11団体 （令和 3年 1月現在） 

     

⑦地区センター 

  北交流センター  

多目的室（大・小） 

  南交流センター ホール 

  総社会館 ホール 

  鶴江地区センター ホール 

  東地区センター ホール 

 

⑧福祉施設 

  福寿館 大ホール 

  ふれあい福祉センター 

 多目的室 

⑥公民館 

  府中公民館 ホール 

   ※令和４年開館予定 

  府中南公民館 大ホール 

北交流センター多目的ホール 

8

月

分 

⑤各小中学校  

 体育館 ７校 

 格技室 ２校 

 テニスコート ２校 

 プール ７校 

府中南公民館 大ホール 東地区センターホール 



③ スポーツ少年団  

     日本スポーツ少年団の下部組織として「一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供す

る」、「スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる」、「スポーツで人々をつなぎ地域

づくりに貢献する」を理念に活動している。 

日本及び県のスポーツ少年団主催の各種スポーツの大会、指導者養成、研修などに参加

している。 

 

加盟団体 8団体（令和 3年 1月現在） 

         

④ 総合型地域スポーツクラブ 一般社団法人 呉娑々宇スポーツクラブ 

     地域住民の自主的な運営を目指す文部科学省の「総合型地域スポーツクラブ育成事業」を

受託し設立された団体で、自主的なスポーツと文化活動を通じて、日常生活の中で継続的

にスポーツと文化活動を楽しみ会員の心身の健康増進と相互の親睦を図り、地域社会のコ

ミュニティづくりに寄与することを目的に活動している。 

     平成１８年２月に設立、平成２６年１２月から一般社団法人となっている。 

 

       会員数 155人（令和３年１月現在） 

 

⑤ 府中町体育施設定期使用登録団体  

     町民が生涯にわたってスポーツ活動に親しみ、健康で豊かな生涯スポーツ社会を実現する

ために、府中町のスポーツ活動団体を地域のコミュニティづくりの活性化を担えるグループ

として育成することを目的に定期的に施設を使用できるよう府中町教育委員会が承認し活

動している。 

 

       登録団体 124団体（令和 3年 1月現在） 

         

⑥ その他  

公民館（２施設）    定期利用団体   16団体 

交流センター（２施設）定期利用団体   20団体 

    地区センター（３施設）定期利用団体   27団体 

    福祉施設（２施設）   定期利用団体   30団体 

    ※各施設のスポーツ団体のみ抽出 

 

 

 

 

 

 

9
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       ※重複あり 

 

 

スポーツ関係団体競技別人数  

                                      令和３年１月現在 

競 技 体育協会 スポーツ少年団 登録団体 

陸上競技 218 60 150 

卓球 151   263 

剣道 105 72 168 

バドミントン 238   161 

バウンドテニス 43   31 

サッカー 459   452 

ソフトボール 180 59 333 

バレーボール 123   184 

ソフトテニス 40   57 

ゲートボール 13     

ゴルフ 182     

ビーチボールバレー 310   217 

グラウンドゴルフ     264 

バスケットボール     350 

新体操     86 

綱引き     109 

ソフトバレーボール     26 

空手   63 86 

ラグビー     70 

軟式野球     20 

硬式テニス     24 

ボクシング     20 

合気道     12 

計 2,062  254  3,083  
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（３）各施設の利用状況 

 

社会体育施設等の年間利用者累計数 （令和元年度） 
 

施設名 利用者数 

くすのきプラザ※１ ５９，８０５人 

揚倉山健康運動公園 ３４，７３８人 

空城山公園 ９６，２７６人 

学校施設 １５１，７２７人 

公民館 ※2 ７，３０８人 

交流センター ※２ １２，４７３人 

地区センター ※２ ７，９０３人 

福祉施設 ※２ １２，２１５人 

合   計 ３８２，４４５人 

         ※１ 大アリーナ、トレーニングルーム使用のみ 

※２ スポーツでの使用のみ 

 

（４） 町のスポーツ事業の実施状況 

 

 【町主催事業】 

① 夏期小学校プール開放事業 

    毎年８月上旬、夏休みの青少年健全育成を目的に小学校５校のプールを開放。 

令和元年度 ７日間予定で６日開催 （参加率 35.6％） 

② スポーツ教室 

    町民対象に呉娑々宇スポーツクラブと共催し、スポーツ教室を開催。 

    令和元年度 ウォーキングサッカー教室開催 （28人参加） 

③ トレーニング指導士によるトレーニング指導  

    トレーニングルーム利用者に、利用者の状況に併せたトレーニングの指導。 

    令和元年度 35回 （のべ 1,135人指導） 

④ スポーツ推進委員派遣事業 

    地域からスポーツ指導の要望を受けて、スポーツ推進委員を派遣。 

    令和元年度 ２回（グラウンドゴルフ、カローリング指導） 

⑤ スポーツ推進委員によるスポーツフェスタ 

    ニュースポーツを町民に体験してもらうフェスタを開催。 

    令和元年度 毎年１１月に開催 （259人参加） 

  ⑥ スポーツスクール無料体験 

    呉娑々宇スポーツクラブと共催し４月と９月に開催  

    令和元年度 ４月（２７１人参加）、９月（３１０人） 
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 【スポーツ関係団体主催事業】 

 ① 府中町体育協会によるウォークラリー 

     毎年３月に、歩くコースを変え、普段行くことがない場所を歩くことで府中町の魅力を再発

見してもらうことを目的に体育協会が主催し開催。 

     平成 30年度（123人参加） 

※令和元年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止  

 ② 呉娑々宇スポーツクラブによるごさそう祭 

     スポーツクラブの各競技の垣根を越えた交流と、スポーツクラブの地域住民の認知と更な

る発展を目的に開催。 

     令和元年度 （244人参加） 

  

1２ 

スポーツ教室 ママ＆ベビーピラティス スポーツ教室 ウォーキングサッカー   

スポーツフェスタ   スポーツ教室 ノルディックウォーキング教室  

トレーニング指導士によるトレーニング指導  ふちゅう再発見ウォークラリー  



（５）調査・アンケート資料 

 

◇広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果（令和元年度平均値） 

出典：令和元年度 広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果 

 

小学校５年生 男子 

 

 

 

 

 

 

 

小学校５年生 女子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校２年生 男子 

 

中学校２年生 女子 

 

  ･･･県および国の平均値より高い   ･･･県もしくは国の平均値より低い    ･･･県および国の平均値より低い 

 

【成果と課題】   

〈成果〉小中学生ともに、女子の体力合計点が国及び県平均を上回っている。 

全体的に長座体前屈、反復横とびは、国および県の平均を上回っている。 

〈課題〉男子は、女子に比べて、全体的に平均値が低く、特に５年生は、多くの項目において国及

び県平均を下回っている。  

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび
20ｍ

シャトルラン 持久走 50ｍ走 立ち幅とび ボール投げ 体力合計点

府中町 28.85 27.79 46.58 56.25 86.28 7.91 195.82 21.47 44.35

広島県 29.49 28.49 45.88 54.05 84.88 394.56 7.86 199.22 21.31 44.04

全国 30.39 28.26 45.31 54.19 90.40 379.45 7.77 203.56 21.40 45.46

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび
20ｍ

シャトルラン 持久走 50ｍ走 立ち幅とび ボール投げ 体力合計点

府中町 25.54 25.89 49.78 49.57 60.10 8.48 174.66 14.75 55.76

広島県 24.19 25.23 48.62 48.91 58.71 289.43 8.70 173.53 13.79 52.57

全国 25.71 25.21 48.66 49.51 62.66 278.26 8.53 177.11 14.65 55.55

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび
20ｍ

シャトルラン
50ｍ走 立ち幅とび ボール投げ 体力合計点

府中町 16.53 21.07 36.09 44.94 52.74 9.50 153.72 22.13 55.58

広島県 16.62 21.46 34.29 43.90 53.33 9.28 154.45 24.48 56.09

全国 16.60 20.61 33.78 44.01 56.90 9.17 155.10 23.72 56.64

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび
20ｍ

シャトルラン
50ｍ走 立ち幅とび ボール投げ 体力合計点

府中町 16.59 21.38 41.73 43.64 45.55 9.60 151.17 13.65 59.52

広島県 16.34 20.68 38.48 42.00 43.49 9.53 148.42 14.90 57.92

全国 16.36 19.39 37.95 42.00 45.58 9.50 148.01 14.74 57.83
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64.3 

68.4 

33.9 

28.0 

1.8 

3.6 

平成29年度調査(n=1,329)

平成24年度調査(n=1,267)

(%)0 20 40 60 80 100

はい いいえ 無回答

64.3 

62.9 

65.5 

77.8 

66.7 

57.3 

52.7 

67.2 

62.6 

68.8 

81.7 

70.3 

65.3 

62.5 

52.0 

33.9 

35.1 

32.9 

22.2 

33.3 

41.7 

45.9 

29.7 

34.5 

31.3 

18.3 

28.9 

33.1 

36.2 

44.1 

1.8 

1.9 

1.6 

1.0 

1.4 

3.1 

2.9 

0.8 

1.7 

1.3 

4.0 

全体(n=1,329)

男性(n=572)

女性(n=754)

男性20代(n=36)

男性30代(n=66)

男性40代(n=96)

男性50代(n=74)

男性60代(n=128)

男性70代以上(n=171)

女性20代(n=48)

女性30代(n=131)

女性40代(n=128)

女性50代(n=118)

女性60代(n=152)

女性70代以上(n=177)

(%)0 20 40 60 80 100

はい いいえ 無回答

◇府中町健康づくりに関する調査  

 出典：第２次府中町健康増進計画・食育推進計画（改定版）（平成 31年 3月） 

 

① あなたは現在、健康だと思いますか。 

  「はい」は、64.3％、「いいえ」は、33.9％になっている。「健康」と答えた男性は、20 代

77.8％、30 代 66.7％、40 代 57.3％、50 代 52.7％と年代があがるにつれ減少傾向に

あり、60代以上になると 60％を超えている。 

女性は 30代 81.7％と最も高く、徐々に減少し 70代以上で 52.0％となっている。 
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27.2 

27.8 

21.3 

22.7 

4.7 

4.7 

2.9 

2.4 

41.8 

41.0 

2.1 

1.3 

平成29年度調査(n=1,329)

平成24年度調査(n=1,267)

(%)0 20 40 60 80 100

１年以上継続的に運動している １年以上継続していないが運動している

健康上の理由で運動ができない 健康上以外の理由で運動ができない

運動はしていない 無回答

27.2 

29.7 

25.1 

22.2 

19.7 

18.8 

27.0 

34.4 

39.2 

10.4 

7.6 

20.3 

29.7 

31.6 

36.7 

21.3 

25.2 

18.4 

33.3 

34.8 

22.9 

18.9 

24.2 

24.6 

18.8 

18.3 

15.6 

14.4 

19.1 

22.6 

4.7 

4.9 

4.4 

1.5 

4.2 

5.4 

4.7 

7.6 

0.8 

1.6 

2.5 

6.6 

9.6 

2.9 

2.4 

3.3 

2.8 

7.6 

3.1 

2.7 

1.6 

0.6 

4.2 

9.2 

3.1 

2.5 

1.3 

1.1 

41.8 

35.7 

46.7 

41.7 

34.8 

50.0 

44.6 

32.8 

24.6 

66.7 

64.1 

58.6 

49.2 

38.8 

24.9 

2.1 

2.1 

2.1 

1.5 

1.0 

1.4 

2.3 

3.5 

0.8 

1.7 

2.6 

5.1 

全体(n=1,329)

男性(n=572)

女性(n=754)

男性20代(n=36)

男性30代(n=66)

男性40代(n=96)

男性50代(n=74)

男性60代(n=128)

男性70代以上(n=171)

女性20代(n=48)

女性30代(n=131)

女性40代(n=128)

女性50代(n=118)

女性60代(n=152)

女性70代以上(n=177)

0 20 40 60 80 100

全体(n=1,329)

男性(n=572)

女性(n=754)

男性20代(n=36)

男性30代(n=66)

男性40代(n=96)

男性50代(n=74)

男性60代(n=128)

男性70代以上(n=171)

女性20代(n=48)

女性30代(n=131)

女性40代(n=128)

女性50代(n=118)

女性60代(n=152)

女性70代以上(n=177)

(%)0 20 40 60 80 100

１年以上継続的に運動している １年以上継続していないが運動している

健康上の理由で運動ができない ３以外の理由で運動ができない

運動はしていない 無回答

② 日常生活の中で、健康の維持・増進のための運動をしていますか。 

     継続的に運動している割合は約３割（27.2％）。「１年以上継続していないが運動してい

る」は男性が女性を上回っている。「１年以上継続的に運動している」は男性 30 代～40

代、女性 20代～30代で低くなっている。 
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（１） さまざまなライフステージにおける課題 

  

① 子ども、青少年スポーツの課題 

広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果では、府中町は全国や広島県と比較し、男子

については体力が低い結果が多くなっている。  

幼少期の遊びを通した運動体験から、体を動かすことの好き嫌いが分かれ、学年が高くな

るにつれ、文化系とスポーツ系に分かれるなどスポーツを「する」と「しない」がここで別れる傾

向がある。幼少期の「スポーツをすることが楽しい」という体験づくりが必要となってくる。 

また、公園や学校、スポーツ施設には利用制限があり、小・中学生が所属スポーツ団体以

外で自由にスポーツ（遊び）ができる「場」が少ない状況となっている。 

② 成人スポーツの課題 

   府中町健康づくりに関する調査では「日常生活の中で、健康の維持・増進のため運動をし

ていますか」の問いに対し、男性は 30代～40代、女性は 20代～30代が「１年以上継続的

に運動している」と答えた人が他世代より低い状況となっている。 

   仕事や、家事・育児などで運動をすることができない環境にあることや、運動をする必要性

を感じていないことも運動をしない要因と推測される。そのため気軽にスポーツを楽しむ習慣

を促す必要がある。 

 ③ 高齢者スポーツの課題 

   府中町健康づくりに関する調査では「日常生活の中で、健康の維持・増進のため運動をし

ていますか」の問いに対し、「１年以上継続的に運動している」と答えた人が 60 代男性は

34.4％、女性は 31.6％、70代以上男性は 39.2％、女性は 36.7％であり、どの世代よりも

多くなっている。 

一方で、「運動はしていない」と答えた人が 60 代男性は 32.8％、女性は 38.8％、70 代

以上男性は 24.6％、女性は 24.9％となっている。高齢者でも無理なく実施できるウォーキン

グなどを日常生活に運動習慣として定着するような仕組みが必要である。 

 ④ 障害のある人のスポーツの課題 

   障害のある人のスポーツ活動の支援は、町内の福祉施設での活動や社会福祉協議会が主

催するスポーツ行事に対する社会体育施設や備品の貸し出し等の支援をするのみに留まって

いる。 

障害のある人のスポーツ参加に対する正しい知識を有し、適切な指導ができる指導者の養

成や障害のある人が気軽にスポーツに参加できる機会の増進を図る必要がある。 

 

（２） 競技スポーツの推進の課題 

 

 ① 小・中学生などへの競技スポーツの魅力発信 

３.府中町のスポーツ推進における課題 
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    競技スポーツを推進するうえで、子どもたちにスポーツに興味を持ってもらう必要がある。 

そのために、子どもの頃からトップアスリートやプロスポーツとの交流や、様々なスポーツの

体験などスポーツの魅力を知ってもらう取り組みが必要である。 

 ② スポーツ指導者・ボランティアの育成・充実 

      現在、体育協会やスポーツ少年団加盟団体及びスポーツ推進委員は、各団体の上部組織

の研修会への参加が可能となっているが、町独自での指導者研修会及び育成事業はできて

いない。 

     競技力の向上を図るためには、スポーツ指導者やスポーツボランティアの人材育成及び拡

大も行う必要がある。 

 

（３） スポーツ活動に親しめる環境の整備 

 

① 社会体育施設利用手続きの整備 

   現在、社会体育施設の空き状況については、受付窓口（教育委員会事務局内）への電話

または来庁しての確認となっている。また、社会体育施設の使用許可手続きについても、受

付窓口に来庁しての申請が必要となっており、利用者の利便性の向上のため、いつでも簡

単に施設利用の照会や予約等の手続きができるよう検討する必要がある。 

② 社会体育施設の維持保全 

現在保有する社会体育施設は、築年数が 30 年以上経過している施設が 6 割を占めて

いる。誰もが安全かつ快適に利用できるよう維持保全するために計画的に改修などを行う

必要がある。 

  ③ スポーツをする「場」の確保 

      現在保有する社会体育施設は、定期使用登録団体の使用が多く、一般の団体が希望す

る施設や時間で活動することができない状況となっている。 

      また、学校以外で子どもだけが体を動かすことができる遊びの「場」、安全性を確保しなが

ら球技ができる「場」がないため、気軽にスポーツをしたい子供たちの行き場がない状況と

なっている。施設運用の見直しなど様々な側面から調整し、「場」を確保していく必要がある。 

   

（４） スポーツを通した地域交流 

 

スポーツは、スポーツに参加することだけでなく、観戦や応援を共にすることで世代や性 

別を超えたつながりや交流が生まれるものと考えられる。 

スポーツを通した地域交流の機会をつくり、地域力の向上を推進していく必要がある。 
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第３章 計画の基本的な考え方 



１.計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スポーツ基本法では、スポーツを通じて幸せで豊かな生活を営むことは、すべての住民

の権利であると示されています。 

 その実現のためには、いつでも、どこでも、誰でも自主的に、それぞれの関心や適性、健

康状態に関わらず安心してスポーツを行うことのできる機会と環境が必要です。 

 当町では、スポーツに関わる地域の人材や資源を発掘・育成し、身近で気軽にスポーツ

を楽しむ事業を創出することで、「する」スポーツ、「みる」スポーツ、「ささえる（応援する）」

スポーツを実現し、スポーツ参画人口の拡大と、生涯スポーツとしての１人１スポーツを推

進していきます。 

 そして、地域とのつながりを深めることで、スポーツによるまちづくりを目指します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中町の目指す姿 

 

基本理念 

 

１人１スポーツで 心身の活力みなぎる あきふちゅう 

～スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことを楽しむまち～ 

２０ 



２.計画の基本方針と基本施策 

 

 

地域の人材や地域資源を発掘・活用し、スポーツを通じた交流による地域力の向上を 

図ります。 

 ①地域の人材や地域資源の発掘・活用 

②地域のスポーツ活動の支援 

③学校等におけるスポーツの指導、ボランティア活動の充実 

 

 

幼児期から高齢者、障害者が継続して、スポーツに親しめる環境を充実させ、生涯スポーツ

ツとして１人１以上スポーツを楽しめるよう推進します。 

 
①年代にあわせたスポーツの推進 

②高齢者のスポーツ習慣づくり 

③障害のある人のスポーツ促進 

 

 

競技スポーツ団体、地域スポーツ団体への支援や、トップアスリートやプロスポーツと身

近に触れあえる機会を創出し、人材育成を図ります。 

 
①トップアスリートやプロスポーツに触れる機会の創出 

②競技スポーツ団体等への支援 

③指導者の育成・支援 

 

 

スポーツ施設の有効利用を促進し、だれもが身近にスポーツに親しめる施設環境を整備

します。 

 
①公共施設予約システムの導入等による運用整備 

②公共スポーツ施設の計画的な修繕・改修 

③スポーツに関する情報の発信 

 

基
本
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策 

基
本
施
策 

基
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策 

基
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策 

基本方針１：スポーツを通じた地域力の向上 

 

基本方針２：スポーツ参画人口の拡大 

 

基本方針３：競技力の向上 

 

基本方針４：スポーツに親しむ環境の整備 
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第４章  基本施策 



 

 

町内には、様々な施設があり、各種競技団体、地域のスポーツ団体など様々な活動が行われて

います。地域の活力を育むためには共通した目的を地域で共有し、活動する団体の連携やサポー

トが不可欠です。地域の一体感や活力の醸成に繋がるよう地域スポーツ活動の向上に取り組みま

す。 

数値目標 R１実績値 R７目標値 

人材バンクに登録する地域スポーツ指導者・スポーツ 

ボランティアの登録人数 
０人 ５０人 

 

基本施策 1 地域の人材や地域資源の発掘・活用 

  府中町には、様々なスポーツに取り組む人や団体、企業、施設があります。これらの地域資源

を発掘し、繋げ活用することで、町のスポーツ技術向上と事業活性化を目指します。 

 

■主な取り組み 

（１）競技スポーツに取り組んでいる人材や、町内で活動する各競技団体から技術を提供できる

機会を創出するため、団体の指導者やボランティアなどから、スポーツ活動をサポートできる

人材の登録を行い、紹介・あっせんなどを行う人材バンク事業に取り組みます。  

（２）町内には、様々な民間のスポーツ施設があり、また、企業のスポーツ部も活躍されています。

民間のスポーツの指導者を招き、指導方法を学ぶなど連携事業を進めます。 

（３）スポーツ施設だけではなく、身近にある「府中町ふらっとウォーキングコース」や地域の公園を

活用した事業を関係団体と連携しながら取り組みます。 

（４）総合型地域スポーツクラブとの連携を強化し、地域スポーツ活動を促進できるようサポートし

ます。 

 

基本施策２ 地域のスポーツ活動の支援 

   町内で開催される町内会や各種競技団体の行事を支援し、地域スポーツと地域コミュニティ

の活性化を目指します。 

 

■主な取り組み 

（１）町内会や各地域のスポーツ推進委員、各種競技団体が主催するスポーツ行事に対し、施設

や備品の確保、指導者やボランティアの派遣などの支援を行います。 

（２）スポーツを通じた多様な地域交流や仲間づくりを目指した地域スポーツの場づくりに取り組

みます。 

 

基本施策３ 学校等におけるスポーツの指導、ボランティア活動の充実 

   新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制を整備するため、学校外部人材との連

基本方針１ スポーツを通じた地域力の向上 
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携を進め、教職員以外の多様な人材が専門性を発揮し子どもたちの指導・支援にあたる「チーム

学校」に取り組みます。 

 

■主な取り組み 

（１）子どものスポーツ活動の活性化と体力向上を目指し、地域で活動されているスポーツ指導者

やボランティアと連携しながら推進します。 

（２）国が示す「学校と地域が協働・融合」した部活動の実現を目指し、国の方針を見据えながら、

中学校及び地域スポーツ指導者やスポーツ団体と連携し、休日の部活動の地域移行を段階

的に進めます。 

   

 

 

幼児期から高齢者、障害者などすべての人がそれぞれのライフステージに応じ、「する」スポー

ツだけでなく、「みる」スポーツ、「ささえる（応援する）」スポーツを、継続的に親しめる環境を充実

させ、生涯スポーツとして１人 1スポーツを楽しむことができるよう取り組みます。 

 

数値目標 R１実績値 R７目標値 

体育施設の年間利用者数 342,546人 400,000人 

20歳以上の住民が週１回以上運動している割合 
48.5％ 

（H29実績値） 
65.0％※ 

  ※R7年度の目標値は R5年度に行う調査の実績値をみた上で設定します。 

 

基本施策１ 年代にあわせたスポーツの推進 

生涯を通じてスポーツを楽しむためには、どの年代においてもスポーツを「好き」になることが

必要であるため、それぞれの年代に応じたスポーツに対する好意意識の向上に関係団体と連携

しながら取り組みます。 

 

■主な取り組み 

（１）幼児期から運動や遊びを通して体を動かすことを習慣化して、その後のスポーツ活動の素地

をつくります。同時に、仲間との交流による他者を思いやる心や忍耐力、ルールの厳守などの

精神面の育成につなげます。また、親子で参加し、互いに楽しむことのできる事業を実施しま

す。 

（２）児童・生徒期に体験したスポーツが将来にわたって好きなスポーツ、「する」スポーツになって

いくことが多いことから、体力向上も踏まえて多種目のスポーツ体験やトップレベルの選手を

「みる」ことができる環境づくりに取り組みます。 

（３）成人期は、仕事や育児などの生活環境の変化により、日常的にスポーツをすることが難しく

基本方針２ スポーツ参画人口の拡大 
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なっています。ライフスタイルに応じ、気軽にスポーツができ、生活習慣病予防など健康維持

の習慣化を促す仕組みづくりを府中町の関係課や関係団体と連携しながら進めます。 

（４）気軽に始められる軽スポーツであるウォーキング事業などを関係団体と連携しながら取り組

みます。 

 

基本施策２ 高齢者のスポーツ習慣づくり 

  高齢者にとってスポーツは、健康・体力づくりだけでなく、社会参加の場として重要な役割を備

えています。また、若い世代と共に地域社会を支え、地域活性化の一翼を担うことから「府中町

高齢者いきいき活動ポイント事業」を活用するなどスポーツによる活力が生まれるよう推進しま

す。 

 

■主な取り組み 

（１）スポーツを自ら「する」だけでなく、「ささえる（応援する）」ことでも楽しめる仕組みづくりを関

係課や関係団体と共に進めていきます。 

（２）体力づくりのためのスポーツ習慣化の取り組みを関係課や関係団体と共に進めていきます。 

    

基本施策３ 障害のある人のスポーツ・レクリエーション活動の促進 

    障害のある人のスポーツ・レクリエーション活動に対する理解を深めながら支える人を発掘し、

障害の有無に関わらず誰もが一緒にスポーツを楽しむことができる環境を整備します。  

     

■主な取り組み 

（１）障害者スポーツについては、年齢や性別、障害等を問わず、広く人々がスポーツに参画でき

ることが必要です。関係課や関係団体と連携しながらニーズを把握し取り組みを進めていき

ます。 

（２）障害のある人がスポーツや運動をするためには、ボランティアによるサポートが重要であるた

め、関係課や関係団体と連携しながらボランティアの体制づくりを行います。 

（３）障害の有無に関わらず、一緒に楽しめるスポーツを通じた交流事業を推進します。 

 

 

 

スポーツを継続していくには、目標の設定が必要です。目標設定には、スポーツをする目的に

よって様々ですが、競技スポーツにおいては、試合や大会で勝利することが目標の一つとなりま

す。 

目標に向けた過程において、多くの人が「ささえる（応援する）」ことによって、競技スポーツは

「する」人だけでなく、「みる」人にも感動を与える魅力を持っており、特に地元選手の活躍は、住

民にとっても活力をもたらします。 

そのため、競技人口の増加やレベルの向上、子どもたちの夢につなげるよう競技スポーツへの

支援や環境の整備、指導者の人材育成を推進していきます。 

基本方針３ 競技力の向上 
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数値目標 R１実績値 R７目標値 

トップアスリートやプロ選手を招聘したスポーツ教室の開催 ０回/年 ２回/年 

 

基本施策１ トップアスリートやプロスポーツに触れる機会の創出 

トップアスリートやプロスポーツなど高い技術を持った人に触れる機会を創出し、子どもたちや

競技者が競技スポーツに対する意識を高揚させ、競技力のレベルアップにつなげます。 

 

■主な取り組み 

（１）トップス広島に所属するトップアスリートなどによるスポーツ教室を開催し、講話や実技指導

で運動意欲の向上、技能や技術の取得ができるよう取り組みます。 

 

基本施策２ 競技スポーツ団体等への支援 

競技人口の拡大と共に多くの選手が国民体育大会を始め全国大会へ出場できるよう競技団

体を支援します。 

 

■主な取り組み 

（１）体育協会を通じて競技団体の活動を支援し、競技人口の拡大と競技力の向上を図ります。 

（２）競技スポーツの推進を目的として、国民体育大会・国際大会などへの参加を支援します。 

（３）中学生の部活動の地域支援をします（再掲） 

 

基本施策３ 指導者の育成・支援 

  各年齢や成長段階に応じた適切な対応や指導・助言ができる指導者の養成と確保に

努めます。 

 

■主な取り組み 

（１）体育協会加盟団体やスポーツ少年団に、公益財団法人日本体育協会や広島県体育協会の

主催する講習会などへの参加を促し、指導者養成と確保に努めます。 

（２）指導者の資質向上のため、救命講習、熱中症や様々な感染症対策、スポーツ医学やスポー

ツ科学を取り入れたトレーニング法など競技を超えた指導者講習会を開催します。 

 

 

 

当町の保有するスポーツができる 21 施設のうち、６割が建築後３０年以上を経過しています。

施設の老朽化や多様化するニーズの変化に即し、限りある体育施設を有効利用できるよう運用

を見直し、また、施設を安心して使っていただけるよう府中町維持保全計画に基づき、計画的に

維持保全改修工事を行うことで、住民が身近にスポーツに親しめる施設環境を整備します。 

基本方針４ スポーツに親しむ環境の整備 
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基本施策１ 公共施設予約システムの導入等による運用整備 

ＩＣＴ（Information and Communication Technology）の発達やスマートフォンの普

及に伴い、施設状況の検索サービスは現代社会においてニーズが高いことから、予約システム

の導入を踏まえ、施設利用に係る手続きなどの運用方法等、利用者ニーズにあった仕組みづく

りの検討を行います。 

 

■主な取り組み 

（１）広島県が導入している公共施設予約システムを活用し、対象施設や利用サービスを段階的に

導入し、利用者のサービス向上に取り組みます。 

（２）施設の効率的利用のため、施設利用や手続きの運用について検討を行います。 

（３）施設の管理・運営にあたって指定管理者制度を視野に入れて検討し、利用者ニーズにあった

サービスの提供ができるよう努めます。 

 

基本施策２ 公共スポーツ施設の計画的な修繕・改修 

   日常的な施設点検など維持管理や、計画的な維持補修により、施設の長寿命化を図り、住民

が安心してスポーツ活動ができる施設運営に努めます。 

 

■主な取り組み 

（１）体育施設を安全に利用していただくため、維持保全計画に基づき施設の改修・改善を行いま

す。 

（２）平成８年度広島国体サッカー会場として整備した揚倉山健康運動公園の内、上段多目的広

場の人工芝改修など公共施設の有効活用と利用促進を図ります。 

（３）揚倉山健康運動公園の下段多目的広場については、現在土グラウンドとして利用できますが、

利用率が少ない状況となっています。上段多目的広場の人工芝との相乗効果を踏まえて、よ

り多くの住民が利用できる施設として利用促進を図ります。 

（４）令和 2 年 6 月に水銀灯が生産中止になっていることや、維持保全計画などにより体育施設

照明の LED化を推進していきます。 

 

基本施策３ スポーツに関する情報の発信 

   住民が気軽にスポーツの情報を入手できるようスポーツイベントやサークルなどの情報発信に

努めます。 

 

■主な取り組み 

（１）町の公式ホームページやＳＮＳ、「ためまっぷ府中町」などを活用し、リアルタイムな情報発信

に努めます。 

（２）災害や感染症の蔓延など、体育施設の利用制限下でも、ＩＣＴなどを活用し体力の向上の情

報等を配信できるようスポーツ団体やスポーツ指導者と連携しながら仕組みづくりに取り組

みます。  
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第５章 計画の推進に向けて 



 

 

 

 この計画は、スポーツの概念が多岐にわたるため、事務局である社会教育課を中心に、関係各

課と情報共有、連携を図りながら円滑で実効性のある施策実施に努めます。 

 

 

 

 

「いつでも、どこでも、誰でも」スポーツができる環境を推進するためには、年齢や性別、競技ス

ポーツや生涯スポーツなどの価値観に個人差があることから、住民の意識の醸成や、より一層の

推進を図るためスポーツに取り組む各種団体の自主的な活動を支援し、住民、各種団体との連

携した取り組みを積極的に実施いたします。 

 

 

 

 

この計画の目標年度は、令和７年度としていますが、実効性を確保するため、年度ごとに施策

の進捗を管理し、各年度の実施施策を決定します。また、住民の意識調査や、社会情勢の変化に

応じ、柔軟に計画を見直します。 

 

 

  

３.計画の進捗管理と社会情勢に応じた見直し 

１.庁内の連携体制 

２.住民や関係団体との連携・協働 
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府中町スポーツ推進会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第10条第１項に基づく府中町スポー

ツ推進計画（以下「推進計画」という。）の策定及び見直し並びにスポーツの推進

における必要な検討を行うにあたり、幅広い視野からの意見を求めるため、府中町

スポーツ推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は教育委員会の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べる。 

(１) 推進計画の策定及び見直し並びにスポーツの推進に関する必要な事項。 

(２) 推進計画に記載する内容に関する事項。 

(３) その他教育委員会が必要と認める事項。 

（組織） 

第３条 推進会議は、12人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) スポーツ団体関係者 

(３) 教育、行政機関関係者 

(４) 各種団体代表者 

(５) 公募委員又は教育長がスポーツの推進のために特に必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から推進計画の策定又は見直しが完了する日までと

する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

（会長） 

第５条 推進会議に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 議長は、推進会議の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出

席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が
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推進会議に諮って定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第３条第２項の規定により行う委員の委嘱に係る必要な行為は、この要綱の施行

前においても行うことができる。 

 

 

府中町スポーツ推進会議委員名簿 

 

 

 

区 分 名 前 備  考 

学識経験者 曾根 幹子 
会長 

広島市立大学名誉教授 

スポーツ 

団体関係 

小林 静枝 府中町体育協会会長 

門前 俊幸 府中町スポーツ推進委員協議会会長 

阿部 和子 
一般社団法人呉娑々宇スポーツクラブ 

常任理事 

教育・行政機関 

南角 明 
安芸郡小学校体育連盟 

府中小学校教諭 

久保 直樹 
安芸郡中学校体育連盟 

府中中学校教諭 

杉山 浩紀 
広島県地域政策局 

スポーツ推進課長 

各種団体 

垣原 隆博 安芸郡身体障害者福祉協会会長 

清水 信代 府中町健康づくり推進協議会副会長 

公募委員 篠崎 正大 公募委員 
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